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昨年の交通指導員研修会で最も好評をいただいた、

アクエリアス情報研究所織田直子氏の「話し方講

座」の最終回です。
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①たとえ話数字～マツダスタジアムの何杯分
「ウソをついてはいけない」～イソップ童話

等昔話を挿入する。など
②数字や固有名詞を使う

「あれ」や「それ」はいけません。

③ビジュアル化を図る
グラフ・資料・人形・道具を活用する。

④参加型話法を使う
参加者に読んでもらう。手を挙げてもらう。

意見を聞く。など
⑤繰り返し大事なキーワードを繰り返す。刷り込み

⑥いきなり本題には入らない
本題以外の話題で興味を持ってもらう。つかみ

木戸木戸木戸木戸にににに立立立立ちかけちかけちかけちかけせせせせしししし衣食住衣食住衣食住衣食住キ～季節・気候ド～道路・事故・渋滞（道楽）ニ～ニュースタ～旅チ～知人・友達カ～家族ケ～健康･ﾀﾞｲｴｯﾄ・美容セ～世間話（性）シ～趣味（仕事）衣～衣装食～食べること住～住まいのことタブータブータブータブー政治･宗教

３回にわたって「話し方講座」をお送りしました。

織田先生も「最初は人前で話せなかった」と

おっしゃっておられました。しかし、訓練することで

緊張する中でも話すことが出来るようになったそうで

す。皆さん方も、人前で話が出来るようチャレンジしま

しょう。 ⑦最後に必ず内容をまとめる
質問タイムを設ける。

(第3回）
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今回は、今年度から採用された廿日市市交通教育

指導員さんを訪問しました。
廿日市市は、毎年５月に、旧廿日市市内の全ての

保育園で交通安全教室を実施されているとのことで、

この日は廿日市市立佐方保育園で交通安全教室が開

催されていました。
１歳児以上の全園児対象とした講話、交通安全に

関するビデオ上映に続き、３歳児以上の園児全員が、

模擬横断歩道を用いて実際に横断歩道を渡る練習を

行いました。この練習では、交通教育指導員さんに

加えて、普段この地域の街頭指導をされている４名

の地区安全協会の指導員さんが指導されました。

「まだまだ新米で勉強中です」とおっしゃられて

いた交通教育指導員さんですが、「小さい時から交

通ルールを守るという習慣をつけることが、とても

大切だ。」という思いを込めて、子どもたちを熱心

に指導されていました。
廿日市市には、これまでも交通指導員さんが５名

おられましたが、旧廿日市市と旧大野町での活動に

限られていました。このたび新たに採用された交通

教育指導員さんは、今後、市内全域での交通安全の

教育指導を行うことが期待されてます。
横断歩道の正しい渡り方の練習 この欄では、指導員さんの

○○○○日日日日々々々々のののの活動内容活動内容活動内容活動内容やややや活動活動活動活動をををを
通通通通じてじてじてじて感感感感じていることじていることじていることじていること

○○○○交通安全交通安全交通安全交通安全にににに関関関関することやすることやすることやすることや
他他他他のののの交通指導員交通指導員交通指導員交通指導員へのへのへのへの質問質問質問質問

･･･などを募集しています！
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・・・・全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正し

い着用の徹底
・・・・自転車の安全利用の推進

・飲酒運転の根絶
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◆５万円以下の罰金（法第５２条第１項）
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◆５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金（法第６５条）
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◆３か月以下の懲役
又は５万円以下の罰金（法第４３条）
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◆３か月以下の懲役又は５万円以下の罰金（法第７条）
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◆２万円以下の罰金又は科料（法第１９条）
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◆２万円以下の罰金又は科料
（法第５７条第２項、細則第８条第１号）
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◆５万円以下の罰金
（法第７１条第６号、細則第１０条第４号）「法」：道路交通法「細則」：広島県道路交通法施行細則
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